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は
じ
め
に

　

近
世
日
本
の
鉄
供
給
は
、
東
北
地
方
・
中
国
地
方
の
諸
鉄
山
が
担
っ
て
い
た
。

特
に
、
中
国
地
方
の
諸
鉄
山
は
国
内
総
生
産
の
約
八
割
を
生
産
し
て
お
り
、
そ

の
状
況
は
釜
石
製
鉄
所
が
本
格
稼
働
し
始
め
る
明
治
二
十
年
代
後
半
ま
で
続
い

た
と
言
わ
れ

1

）

）る
。
他
方
、
東
北
地
方
で
は
、
仙
台
藩
が
近
世
前
期
か
ら
中
国
地

方
の
先
進
技
術
の
導
入
を
図
り
、
領
内
の
諸
鉄
山
の
生
産
量
を
増
加
さ
せ
て
い

た
。
も
っ
と
も
、
仙
台
藩
の
諸
鉄
山
は
砂
鉄
・
木
炭
の
不
足
に
よ
り
近
世
中
期

以
降
徐
々
に
衰
退
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
南
部
地
方
（
盛
岡
藩
・
八

戸
藩
）
の
諸
鉄
山
は
中
国
地
方
の
先
進
技
術
を
漸
次
導
入
し
、
近
世
中
期
以
降

に
生
産
量
を
大
き
く
伸
ば
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
近
世
後
期
に
は
南
部
地
方

産
鉄
が
蝦
夷
地
・
奥
羽
・
北
関
東
の
市
場
を
席
巻
す
る
よ
う
に
な
っ

2

）

）た
。

　

と
こ
ろ
で
、
近
世
中
期
以
降
、
多
く
の
藩
で
は
財
政
が
窮
迫
す
る
傾
向
に
あ

り
、
そ
れ
と
共
に
藩
財
政
再
建
の
た
め
に
藩
政
改
革
が
断
行
さ
れ
、
そ
の
一
環

と
し
て
藩
専
売
制
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
、鉄
山
の
多
く
は「
御

手
山
」（
藩
営
）
に
指
定
さ
れ
、
豪
農
・
豪
商
が
鉄
山
経
営
の
実
務
を
請
け
負

う
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
藩
営
鉄
山
の
経
営
形
態
に
つ
い
て
は
、

既
に
い
く
つ
か
の
先
行
研
究
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
武
井
博

明
氏
は
広
島
藩
領
の
鉄
山
経
営
を
分
析
し
て
、
鉄
山
所
有
者
で
あ
る
豪
農
は
、

藩
か
ら
「
御
仕
入
銀
」
を
借
り
受
け
て
鉄
山
を
経
営
し
、「
運
上
銀
」
を
上
納

し
つ
つ
も
、
利
益
を
上
げ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
土
井

作
治
氏
は
松
江
藩
の
鉄
山
経
営
を
分
析
し
て
、
鉄
山
経
営
者
（「
鉄
師
」）
が
藩

権
力
を
背
景
に
し
て
民
衆
の
不
満
を
抑
え
込
み
、
経
営
規
模
の
拡
大
と
安
定
化

を
図
り
、
鉄
山
経
営
を
基
盤
と
し
て
山
林
・
耕
地
・
屋
敷
な
ど
を
集
積
し
、
地

方
財
閥
化
し
て
い
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
中
国
地
方

の
「
鉄
師
」
は
自
家
の
利
益
追
求
を
行
っ
て
お
り
、
ま
さ
に
「
鉄
山
経
営
者
」

と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
存
在
で
あ
っ

3

）

）た
。

　

そ
の
一
方
、
南
部
地
方
の
事
例
研
究
は
、
森
嘉
兵
衛
氏
の
先
行
研
究
に
依
っ

て
い
る
部
分
が
大
き
い
。
確
か
に
、
荻
慎
一
郎
氏
は
盛
岡
藩
領
陸
奥
国
閉
伊
郡

（
現
岩
手
県
下
閉
伊
郡
）
の
野
田
鉄
山
を
事
例
に
し
て
、
鉄
山
の
生
産
組
織
・

労
働
組
織
お
よ
び
鉄
山
労
働
者
の
性
格
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、
鉄

山
の
経
営
形
態
や
鉄
山
の
経
営
者
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
森
氏
の
見

解
を
踏
襲
し
て
い

４

）

）る
。

　

一
九
三
八
年
発
表
の
森
氏
の
研
究
で
は
、
近
世
中
期
以
降
、
南
部
地
方
の
諸

鉄
山
が
興
隆
し
て
く
る
と
、
盛
岡
藩
・
八
戸
藩
は
そ
れ
ら
諸
鉄
山
を
「
御
手
山
」

と
し
、
新
た
な
財
源
に
位
置
づ
け
た
と
論
じ
、
藩
営
鉄
山
の
経
営
形
態
を
二
つ

に
分
類
し
て
い
た
。
一
つ
は
、
藩
が
経
営
資
金
を
捻
出
し
、「
鉄
山
支
配
人
」

が
実
務
を
担
う
形
態
で
あ
り
、
そ
の
例
と
し
て
八
戸
藩
領
陸
奥
国
九
戸
郡
（
現

岩
手
県
九
戸
郡
）
の
大
野
鉄
山
（
玉
川
・
金
取
・
葛
柄
・
水
沢
・
大
谷
・
滝
山

鉄
山
な
ど
の
総
称
）
を
挙
げ
て
い
た
。
も
う
一
つ
は
、
藩
と
「
鉄
山
支
配
人
」

の
出
資
に
よ
っ
て
経
営
さ
れ
、「
鉄
山
支
配
人
」
が
実
務
を
担
う
形
態
で
あ
り
、

そ
の
例
と
し
て
盛
岡
藩
領
の
野
田
鉄
山
を
挙
げ
て
い
た
。
い
う
な
れ
ば
、
前
者

は
藩
直
営
で
あ
り
、
後
者
は
半
藩
営
で
あ
る
。
森
氏
は
藩
営
鉄
山
を
右
の
よ
う

に
分
類
し
た
上
で
、鉄
山
の
大
規
模
化
に
伴
っ
て
多
額
の
出
資
が
必
要
と
な
り
、

十
九
世
紀
前
半
に
お
け
る
「
鉄
山
支
配
人
」
の
性
格

―

八
戸
藩
領
「
中
間
層
」
の
場
合―

鈴
木　

淳
世
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寛
政
期
以
降
、
藩
直
営
か
ら
半
藩
営
に
転
換
し
て
い
き
、
幕
末
期
に
は
富
豪
の

出
資
に
よ
る
民
営
（
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
的
経
営
）
に
転
換
し
て
い
っ
た
と

結
論
づ
け
て
い

5

）

）た
。

　

し
か
し
、
森
氏
は
一
九
六
九
年
刊
行
の
『
日
本
僻
地
の
史
的
研
究
』
に
お
い

て
、
藩
直
営
の
八
戸
藩
領
大
野
鉄
山
を
取
り
上
げ
、
天
保
期
の
「
鉄
山
支
配
人

元
〆
役
」・
淵
沢
円
右
衛
門
定
啓
（
？
〜
一
八
七
一
）
が
「
私
財
を
投
資
し
、

経
営
の
改
善
に
手
腕
を
振
る
っ
て
い
る
の
に
、
わ
ず
か
三
年
で
経
営
を
取
り
上

げ
…
生
産
余
剰
ど
こ
ろ
か
、
大
き
な
損
害
を
与
え
た
」
と
述
べ
て
お
り
、「
鉄

山
支
配
人
」
も
利
益
を
得
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
論
じ
て
い

6
）

）る
。

一
九
七
一
年
発
表
の
「「
僻
地
」
の
近
代
化
の
条
件
に
つ
い
て
」
で
は
、
よ
り

一
般
化
し
て
明
確
に
「「
経
営
者
の
方
で
は
商
品
生
産
化
し
て
利
潤
を
追
求
す

る
目
的
で
経
営
し
よ
う
と
す
る
」
と
述
べ
て
い

7

）

）る
。
そ
の
結
果
、
鉄
山
の
経
営

形
態
の
差
異
や
「
鉄
山
支
配
人
」
の
性
格
が
曖
昧
に
さ
れ
、
南
部
地
方
の
「
鉄

山
支
配
人
」
も
自
家
の
利
益
を
追
求
し
て
い
た
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
形
成
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

森
氏
に
よ
る
と
、
そ
の
「
鉄
山
支
配
人
」
に
就
い
た
の
は
名
子
主
層
で
あ
る

と
い
う
。
名
子
主
層
に
つ
い
て
も
森
氏
は
詳
論
し
て
お
り
、
名
子
と
呼
ば
れ
る

隷
属
小
農
を
使
役
し
、
農
業
・
商
業
を
大
規
模
に
展
開
す
る
富
裕
な
農
民
で
あ

る
と
い
う
。
ま
た
、
酒
屋
経
営
や
鉄
山
経
営
な
ど
に
お
い
て
も
名
子
の
労
働
力

を
活
用
し
て
自
家
の
利
益
を
追
求
し
て
い
た
と
も
述
べ
て
い

8

）

）た
。
そ
れ
を
踏
ま

え
て
、
一
九
七
五
年
に
菊
池
勇
夫
氏
は
、
鉄
山
経
営
権
や
一
手
商
売
（
独
占
販

売
）
な
ど
の
特
権
を
与
え
ら
れ
て
い
た
名
子
主
層
は
利
益
に
誘
導
さ
れ
て
、
支

配
機
構
の
末
端
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
一
方
、
非
特
権
的
な
名
子

主
層
は
不
満
を
高
め
、
藩
専
売
制
に
よ
っ
て
抑
圧
さ
れ
て
い
た
名
子
・
貧
農
層

と
結
託
し
て
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
正
月
の
惣
百
姓
一
揆
（
稗
三
合
一
揆
）

を
勃
発
さ
せ
る
に
至
っ
た
、
と
論
じ
て
い

9

）

）た
。
結
果
的
に
、
南
部
地
方
の
「
鉄

山
支
配
人
」
も
中
国
地
方
と
同
様
、
自
家
の
利
益
を
追
求
す
る
存
在
と
し
て
捉

え
ら
れ
、
森
氏
の
主
張
が
補
強
さ
れ
て
き
た
。

　

も
っ
と
も
、
実
際
に
は
八
戸
城
下
の
商
人
に
も
「
鉄
山
支
配
人
」
な
ど
の
役

職
を
与
え
ら
れ
て
い
る
た
め
、
特
権
的
な
役
職
が
与
え
ら
れ
る
可
能
性
の
あ
っ

た
層
を
「
名
子
主
層
」
と
限
定
す
る
よ
り
も
、
お
そ
ら
く
、
よ
り
正
確
に
は
豪

農
・
豪
商
に
特
権
が
与
え
ら
れ
て
い
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
い

ず
れ
に
し
て
も
彼
ら
の
多
く
は
苗
字
帯
刀
を
許
さ
れ
、
藩
政
改
革
時
に
は
様
々

な
役
職
を
与
え
ら
れ
、
支
配
機
構
の
末
端
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
更
に
、

飢
饉
時
に
は
飢
民
救
済
も
命
じ
ら
れ
て
お

10

）

）り
、「
中
間
層
」
と
し
て
の
役
割
を

果
た
し
て
い
た
。
よ
っ
て
、広
く
「
中
間
層
」
と
し
て
括
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

従
来
の
説
に
従
え
ば
、「
鉄
山
支
配
人
」
の
特
権
は
「
中
間
層
」
に
利
益
を

も
た
ら
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
菊
池
氏
の
論
旨
と
、
そ
の
前
提
と
し

て
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
森
氏
の
主
張
に
説
得
性
を
持
た
せ
て
い
る
一
因
は
、
半

藩
営
の
盛
岡
藩
領
野
田
鉄
山
の
事
例
を
合
わ
せ
て
論
じ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。

し
か
し
、
八
戸
藩
の
大
野
鉄
山
と
、
盛
岡
藩
の
野
田
鉄
山
の
経
営
形
態
が
異
な

る
の
は
、
あ
る
意
味
当
然
で
あ
り
、
両
者
は
分
け
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
そ

こ
で
、
本
稿
で
は
大
野
鉄
山
に
分
析
対
象
を
し
ぼ
っ
て
、
藩
直
営
鉄
山
の
経
営

形
態
・「
鉄
山
支
配
人
」
の
性
格
を
詳
ら
か
に
す
る
。
ひ
い
て
は
、「
鉄
山
支
配

人
」
に
就
い
た
「
中
間
層
」
の
意
識
を
明
ら
か
に
し
、「
中
間
層
」
特
有
の
苦
悩
・

葛
藤
に
迫
る
こ
と
と
す
る
。

　

な
お
、
森
氏
は
、
淵
沢
定
啓
の
日
記
・
帳
簿
類
の
み
を
用
い
て
論
じ
て
お
り
、

天
保
期
前
後
の
大
野
鉄
山
の
経
営
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
論
じ
て
い
な
い
。
そ

の
結
果
、
逆
に
天
保
期
の
画
期
性
や
定
啓
の
鉄
山
経
営
の
特
徴
が
明
ら
か
と

な
っ
て
い
な
い
。
よ
っ
て
、
本
稿
で
は
他
史
料
を
加
え
て
、
森
氏
の
所
説
を
再

検
討
し
て
い
く
こ
と
も
目
的
と
す
る
。
具
体
的
に
は
、
文
政
・
天
保
前
期
に
鉄

山
経
営
を
行
っ
て
い
た
石
橋
徳
右
衛
門
寿
秀
（
一
七
六
六
〜
一
八
三
八
）
の
日

記
・
帳
簿
類
と
、
天
保
中
期
の
「
鉄
山
支
配
人
元
〆
役
」・
定
啓
の
日
記
・
帳

簿
類
を
使
用
す
る
。
ま
た
、
寿
秀
の
嗣
子
で
弘
化
・
嘉
永
期
に
「
鉄
山
支
配
人
」
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と
な
っ
た
石
橋
文
蔵
寿
宥
（
一
七
八
八
〜
一
八
七
三
）
が
著
し
た
『
御
日
払
所

日
記
』
も
参
考
に
す
る
。
そ
の
他
、御
勘
定
所
（
財
政
担
当
機
関
）
作
成
の
『
御

勘
定
所
日
記
』
な
ど
も
適
宜
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

一　

近
世
前
中
期
の
大
野
鉄
山

　

ま
ず
、
大
野
鉄
山
が
「
御
手
山
」
化
さ
れ
る
経
緯
を
述
べ
る
。
事
の
起
こ
り

は
、
明
和
四
年
（
一
七
六
七
）
四
月
二
十
日
、「
鉄
問
屋
」（
民
間
の
鉄
山
経
営

者
）・
三
日
町
惣
次
郎
が
、
代
金
の
不
払
い
で
訴
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
を
契
機
と
し
て
、
八
戸
藩
は
惣
次
郎
か
ら
「
鉄
問
屋
」
の
証
文
を
取
り

上
げ
、
大
野
村
周
辺
の
鉄
山
を
「
御
手
山
」
に
指
定
し
た
。
そ
し
て
、
明
和
五

年
（
一
七
六
八
）
十
月
十
四
日
に
大
野
村
小
八
郎
は
「
山
中
帯
刀
御
免
」
の
特

権
を
与
え
ら
れ
、「
鉄
山
支
配
」
に
任
ぜ
ら
れ
て
い

11

）

）る
。
同
様
に
、
大
野
村
文

四
郎
も
安
永
五
年
（
一
七
七
六
）
九
月
七
日
に
「
鉄
山
支
配
」
の
功
績
に
よ
っ

て
「
名
字
帯
刀
」
が
認
め
ら
れ
、
晴
山
文
四
郎
義
隆
（
一
七
一
九
〜

一
八
〇
九
）
と
名
乗
る
よ
う
に
な

12

）

）る
。
両
者
は
共
に
大
野
村
の
在
郷
商
人
で
あ

り
、
明
和
・
安
永
期
頃
、
在
郷
商
人
に
武
士
の
格
式
を
与
え
て
鉄
山
経
営
の
実

務
に
あ
た
ら
せ
る
体
制
が
確
立
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、『
秘
鑑
』

（
御
勘
定
方
先
例
集
）記
載
の「
鉄
山
勘
定
」に
よ
る
と
、天
明
二
年（
一
七
八
二
）

に
大
野
鉄
山
が
藩
の
出
資
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
た

13

）

）め
、
当
時
既
に
藩
直
営
鉄
山
の
特
徴
を
備
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、

寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）
六
月
に
藩
財
政
再
建
を
目
的
と
し
て
開
始
さ
れ
た
寛

政
改
革
で
は
、
大
野
鉄
山
は
藩
専
売
制
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
た

だ
し
、
寛
政
七
年
（
一
七
九
五
）
十
二
月
に
発
生
し
た
「
久
慈
騒
動
」
に
お
い

て
寛
政
改
革
の
撤
回
が
要
求
さ
れ
て
お
り
、大
野
鉄
山
は
再
び
「
売
山
」（
民
営
）

に
戻
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
に
飛
騨
国
（
現
岐
阜

県
）
の
商
人
・
浜
屋
茂
八
郎
が
御
礼
金
上
納
を
条
件
と
し
て
鉄
山
経
営
に
着
手

し
て
い
る
。
文
化
五
年
（
一
八
〇
九
）
に
は
「
浜
谷
茂
八
郎
へ
惣
山
一
手
ニ
」

と
い
う
命
令
が
下
さ
れ
、
当
時
、
晴
山
家
が
経
営
し
て
い
た
大
谷
鉄
山
も
茂
八

郎
の
管
轄
に
移
さ
れ
た
。
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
に
八
戸
藩
第
八
代
藩
主
・

南
部
左
衛
門
尉
信
真
（
一
七
八
〇
〜
一
八
四
七
）
が
藩
財
政
再
建
の
た
め
に
文

政
改
革
を
開
始
し
、
領
内
の
特
産
品
を
藩
の
専
売
に
指
定
し
た
際
も
、
大
野
鉄

山
経
営
だ
け
は
茂
八
郎
に
任
せ
ら
れ
て
い

14

）

）た
。

　

し
か
し
、
藩
専
売
制
の
た
め
に
新
た
に
設
置
さ
れ
た
御
調
役
所
の
統
括
者
・

野
村
武
一
宗
軌
（
一
七
七
四
〜
一
八
三
四
）
は
早
く
か
ら
鉄
山
の
藩
営
化
を
企

図
し
て
い
た
。
晴
山
家
の
日
記
『
万
記
録
』
に
よ
る
と
、
宗
軌
は
石
橋
寿
秀
な

ど
と
相
談
し
て
、
文
政
四
年
（
一
八
二
一
）
四
月
二
十
七
日
に
休
止
中
の
玉
川

鉄
山
を
「
御
手
山
」
に
し
て
再
稼
働
さ
せ
、
寿
秀
を
「
御
鉄
山
支
配
人
」
と
し

た
。
ま
た
、文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
春
に
は
金
取
鉄
山
を
新
設
し
、そ
の
「
支

配
」
も
寿
秀
に
命
じ
た
。
そ
の
後
、
玉
川
鉄
山
が
盛
況
で
あ
る
こ
と
を
聞
き
、

藩
主
・
信
真
も
茂
八
郎
か
ら
「
惣
山
」（
葛
柄
・
青
笹
鉄
山
）
の
経
営
権
を
取

り
上
げ
る
こ
と
を
考
え
始
め
た
。
そ
し
て
、
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
二
月
に

葛
柄
・
青
笹
鉄
山
も
「
御
手
山
」
に
指
定
さ
れ
、
寿
秀
が
そ
の
「
支
配
人
」
に

任
命
さ
れ
た
。
そ
の
上
、
同
年
六
月
に
寿
秀
は
玉
川
・
金
取
・
葛
柄
・
青
笹
鉄

山
を
統
括
す
る
「
御
鉄
山
一
手
総
支
配
人
」
に
任
命
さ
れ
た
、
と
い

15

）

）う
。

二　

石
橋
寿
秀
と
淵
沢
定
啓

　

次
に
、
本
稿
に
お
い
て
取
り
上
げ
る
二
人
の
「
鉄
山
支
配
人
」、
石
橋
寿
秀

と
淵
沢
定
啓
の
略
歴
を
述
べ
て
お
く
。
そ
も
そ
も
、
石
橋
家
は
「
西
町
屋
」
と

号
す
る
八
戸
城
下
有
数
の
豪
商
で
あ
り
、
当
主
は
代
々
「
徳
右
衛
門
」
を
襲
名

し
た
。
享
保
期
に
は
既
に
酒
屋
を
経
営
し
て
お
り
、八
戸
城
下
の
「
酒
屋
仲
間
」

に
属
し
て
い

16

）

）た
。
ま
た
、
寛
延
三
年
（
一
七
五
〇
）
三
月
に
は
五
代
目
・
石
橋

徳
右
衛
門
憲
勝
（
一
七
二
二
〜
一
八
〇
四
）
が
「
御
仕
送
御
用
人
」
に
任
ぜ
ら
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れ
て
お
り
、
早
い
時
期
か
ら
藩
と
関
わ
っ
て
い

17

）

）た
。
さ
ら
に
、
憲
勝
の
義
理
の

孫
に
あ
た
る
九
代
目
・
寿
秀
は
、
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
十
一
月
十
日
に
は

「
船
宿
」（
逗
留
中
の
船
員
の
世
話
役
）
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
上
、
文
政

二
年
（
一
八
一
九
）
の
文
政
改
革
開
始
に
際
し
て
は
「
船
手
支
配
人
」（
特
産

物
回
漕
販
売
業
務
）
に
任
ぜ
ら
れ
、
領
内
産
物
の
輸
出
を
一
手
に
請
け
負
う
と

同
時
に
、「
預
切
手
」（
藩
札
）
発
行
の
名
義
人
に
も
な
っ
て
お
り
、
藩
専
売
制

の
中
心
的
な
人
物
の
一
人
と
な
っ
て
い
く
。
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
六
月
か

ら
は
「
御
鉄
山
一
手
総
支
配
人
」
も
兼
任
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
文

政
十
三
年
（
一
八
三
〇
）
閏
三
月
に
は
鉄
山
経
営
の
功
績
が
認
め
ら
れ
、「
代
々

鉄
山
支
配
」・「
苗
字
帯
刀
御
免
」・「
庄
屋
座
上
」
を
許
可
さ
れ

18

）

）た
。

　

な
お
、
寿
秀
は
明
和
三
年
（
一
七
六
六
）
に
晴
山
文
四
郎
の
三
男
と
し
て
生

ま
れ
、
安
永
七
年
（
一
七
七
八
）
九
月
に
晴
山
家
か
ら
養
子
と
し
て
迎
え
ら
れ

19

）

）た
。
先
述
の
通
り
、晴
山
家
は
安
永
期
か
ら
既
に
鉄
山
経
営
に
関
わ
っ
て
お
り
、

鉄
山
経
営
に
熟
知
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
大
野
鉄
山
の
藩
営
化
に
際
し
て
、

寿
秀
が
「
鉄
山
支
配
人
」
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
は
、
晴
山
家
出
身
で
あ
っ
た
た
め

と
も
推
察
さ
れ
る
。

　

他
方
、
淵
沢
家
は
八
戸
藩
領
陸
奥
国
九
戸
郡
軽
米
町
（
現
岩
手
県
九
戸
郡
軽

米
町
）
で
農
業
を
営
み
つ
つ
、
酒
屋
・
質
屋
を
経
営
す
る
豪
農
で
あ
る
。
屋
号

は
「
元
屋
」
で
あ
り
、
当
主
は
代
々
「
五
郎
助
」
と
名
乗
っ

20

）

）た
。
定
啓
は
、
淵

沢
兵
九
郎
定
規
（
？
〜
一
八
四
〇
）
と
、
先
述
し
た
石
橋
憲
勝
の
孫
娘
・
み
つ

と
の
間
に
生
ま
れ
た
子
供
で
あ
り
、
寿
秀
と
も
遠
い
縁
戚
関
係
に
あ
っ
た
。
出

生
年
に
つ
い
て
は
不
詳
だ
が
、
石
橋
家
の
日
記
『
永
歳
覚
日
記
』
天
明
五
年

（
一
七
八
五
）
十
月
の
記
事
に
「
荒
町
石
橋
源
助
姉
お
み
つ
、
軽
米
淵
沢
寅
之

助
様
（
筆
者
注
：
定
規
の
初
名
）
よ
り
縁
談
」
と
あ

21

）

）り
、
定
規
と
み
つ
の
結
婚

が
天
明
五
年
で
あ
っ
た
と
分
か
る
た
め
、
一
七
八
〇
年
代
後
半
に
生
ま
れ
た
と

推
定
さ
れ
る
。

　

大
野
鉄
山
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
四
月
十
九
日

に
「
鉄
小
売
座
」（
鉄
類
販
売
権
）
を
認
め
ら
れ
、
玉
川
鉄
山
か
ら
品
物
を
仕

入
れ
る
よ
う
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か

22

）

）ら
、
文
政
中
期
に
は
、
領
内
に
お
け
る

鉄
類
の
販
売
に
携
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。ま
た
、天
保
二
年（
一
八
三
一
）

十
二
月
十
四
日
に
は
、
大
野
村
の
「
御
日
払
所
」（
鉄
山
経
営
事
務
所
）
に
酒

を
届
け
る
よ
う
命
ぜ
ら
れ
て
お

23

）

）り
、
鉄
山
へ
の
酒
の
供
給
も
担
っ
て
い
た
と
思

わ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
定
啓
の
本
来
の
身
分
は
「
百
姓
」
で
あ
る
が
、
鉄
山
経

営
期
間
中
は
「
御
吟
味
御
添
役
格
」
と
い
う
格
式
を
与
え
ら
れ
て
い

24

）

）た
。

三　

文
政
・
天
保
期
の
大
野
鉄
山

（
一
）　
「
鉄
山
支
配
人
」
の
性
格

　

で
は
次
に
、
両
者
の
鉄
山
経
営
の
相
違
を
把
握
す
る
た
め
に
、
彼
ら
が
経
営

し
た
時
期
の
大
野
鉄
山
の
収
支
を
見
て
い
く
。大
野
鉄
山
の
収
支
に
つ
い
て
は
、

毎
年
二
月
、「
鉄
山
支
配
人
」
が
前
年
の
収
支
を
ま
と
め
て
藩
に
提
出
し
て
い

た
「
御
本
払
勘
定
目
録
」・「
御
勘
定
差
引
残
仕
訳
目
録
」・「
御
払
代
上
納
并
有

品
改
御
勘
定
目
録
」
が
参
考
に
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
惣
山
（
玉
川
・
金
取
・
葛
柄
・

青
笹
鉄
山
（
定
啓
経
営
時
は
水
沢
鉄
山
））
と
、
そ
れ
以
外
の
鉄
山
（
大
谷
・

滝
山
・
川
井
鉄
山
）
に
分
け
ら
れ
て
作
成
さ
れ
、
計
六
つ
の
「
目
録
」
が
提
出

さ
れ
た
。「
御
本
払
勘
定
目
録
」
は
初
期
投
資
と
生
産
費
用
の
対
応
関
係
を
示

し
て
お
り
、「
御
勘
定
差
引
残
仕
訳
目
録
」
は
「
御
本
払
勘
定
目
録
」
の
差
引

分
の
使
途
を
示
し
て
お
り
、「
御
払
代
上
納
并
有
品
改
御
勘
定
目
録
」
は
藩
へ

の
上
納
金
や
在
庫
量
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
数
値
を
整
理
し
て
表
に
す
る

と
、
表
一
・
二
と
な
る
。

　

寿
秀
が
経
営
し
て
い
た
文
政
十
一
年
（
一
八
二
八
）
の
総
計
を
例
に
と
っ
て
、

具
体
的
な
金
銭
の
流
れ
を
説
明
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
表
一
の
総
計
惣
銭

換
算
欄
を
見
て
分
か
る
通
り
、
文
政
十
一
年
の
初
期
投
資
は
「
貸
方
内
前
年
度

取
立
分
」（
前
貸
金
取
立
分
）・「
残
有
物
代
」（
在
庫
の
価
値
）・「
御
勘
定
差
引
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表１　文政・天保期の大野鉄山における初期投資金額の使途

石
橋
徳
右
衛
門
寿
秀

文
政
一
一
年
（
一
八
二
八
）

滝山 惣山（玉川・金取・葛柄・青笹） 総計 惣銭換算
金 銭 金 銭 金 銭 銭

両 分 朱 文 両 分 朱 文 両 分 朱 文 文

Ａ
初
期
投
資

貸方内前年度取立分  266,644 31 1 2 4,856,352 31 1 2 5,122,996 → 5,336,346 
前年度残有物代 12 346,995 81 1 2 3,605,671 93 1 2 3,952,666 → 4,587,616 
前年度御勘定差引残 6,454 59 1 2 264,509 59 1 2 270,963 → 674,713 

御仕入金 562  2,738  200,000 3,300 200,000 → 22,640,000 

合計 両替前 574 620,101 2,910 2 8,926,536 3,484 2 9,546,637 → 33,241,237 
両替後 88 3 2 4,098,107 548 2 25,932,936 637 1 2 30,031,043 → 34,365,193 

Ｂ
生
産
費
用

吹方諸払 49 2 2 2,159,429 216 3 10,071,105 266 1 2 12,230,534 → 14,041,884 
褒美払 5 126,880 20 1,448,804 25 1,575,684 → 1,745,684 

延鉄打出掛払 11 820,286 81 4,711,021 92 5,531,307 → 6,156,907 
鍬鋤地板鋲錨打出掛払 654,683 654,683 → 654,683 

青笹鈩普請払 96,536 96,536 → 96,536 
合計 65 2 2 3,106,603 317 3 16,982,153 383 1 2 20,088,756 → 22,695,706 

Ｃ
余
剰
分

当年貸方 344,601 47 3 4,427,974 47 3 4,772,575 → 5,097,275 
残有物代 23 1 638,264 142 1 2 4,339,827 165 2 2 4,978,091 → 6,104,341 
合計 23 1 982,965 190 2 8,767,805 213 3 9,750,770 → 11,204,270 

差引（A-（B+C）） 8,535 40 1 182,974 40 1 191,509 → 465,209 

天
保
二
年
（
一
八
三
一
）

滝山 惣山（玉川・金取・葛柄・青笹） 総計 惣銭換算
金 銭 金 銭 金 銭 銭

両 分 朱 文 両 分 朱 文 両 分 朱 文 文

D
初
期
投
資

貸方内前年度取立分  616,529 29 1  5,143,318 29 1 5,759,847 → 5,958,747 
前年度残有物代 3 1 2 608,864 83 2 2 4,442,882 87 5,051,746 → 5,643,346 
前年度御勘定差引残 11,278 42 3 128,021 42 3 139,299 → 429,999 

御仕入金 692  3,348  230,000 4,040 230,000 → 27,702,000 

合計 両替前 705 1 2 1,236,675 3,503 2 2 9,944,231 4,209 11,180,906 → 39,802,106 
両替後 114 1 2 5,357,975 745 2 2 29,211,231 860 34,569,206 → 40,417,206 

E
生
産
費
用

吹方諸払 65 2 2 2,490,317 282 3 2 10,582,718 348 2 13,073,035 → 15,442,835 
褒美払 6 3 240,432 27 3 2 1,666,401 34 2 2 1,906,833 → 2,142,283 

延鉄打出掛払 19 2 1,235,954 88 2 5,338,310 108 6,574,264 → 7,308,664 
鍬鋤地板鋲錨打出掛払 602,564 602,564 → 602,564 
合計 91 3 2 3,966,707 398 3 2 18,190,003 490 2 22,156,710 → 25,492,110 

F
余
剰
分

当年貸方 678,028 57 5,337,251 57 6,015,279 → 6,402,879 
残有物代 22 2 699,088 203 3 2 5,442,290 226 1 2 6,141,378 → 7,680,728 
合計 22 2 1,377,120 260 3 2 10,779,545 283 1 2 12,156,665 → 14,083,615 

差引（D-（E+F）） 14,150 85 3 2 241,675 85 3 2 255,825 → 839,775 

淵
沢
円
右
衛
門
定
啓

天
保
五
年
（
一
八
三
四
）

両山（滝山・大谷） 惣山（玉川・金取・葛柄・水沢） 総計 惣銭換算
金 銭 金 銭 金 銭 銭

両 分 朱 文 両 分 朱 文 両 分 朱 文 文

G
初
期
投
資

貸方内前年度取立分  13,035 3 1 32,436 3 1 45,471 → 50,996 
前年度残有物代 1,419,037 4,147,380 5,566,417 → 5,566,417 
御仕入金 667 3  3,145 1 2 212 3,813 2 212 → 25,929,462 

合計 両替前 667 3  1,432,072 3,146 3 4,180,032 3,813 3 3 5,612,104 → 31,546,879 
両替後 251 2 2 4,324,914 1,772 2 2 13,740,656 2,024 1 18,065,570 → 31,830,470 

H
生
産
費
用

吹方諸払 173 1 1 3,039,707 418 1 7,998,403 591 1 2 11,038,110 → 15,059,460 
褒美払 37 1 61,877 185 173,450 222 1 235,327 → 1,749,517 

延鉄打出掛払 29 1 2 673,067 85 1,651,494 114 1 2 2,324,561 → 3,102,311 
鍬鋤地板鋲錨打出掛払 27 2 2 350 27 2 2 350 → 188,200 

合計 239 3 3,774,655 715 2 3 9,823,654 955 1 3 13,598,309 → 20,095,284 

I
余
剰
分

当年貸方 193,540 130 3 1,076,476 130 3 1,270,016 → 2,155,291 
残有物代 11 3 2 335,811 857 2,597,232 868 3 2 2,933,043 → 8,841,393 
合計 11 3 2 529,351 987 3 3,673,712 999 4,203,063 → 10,996,263 

差引（G-（H+I）） 20,904 69 3 241,286 69 3 262,190 → 736,490 
注） 『金銭御本払并上納高調帳』資料番号01E1-4（「西町屋文書」八戸市博物館所蔵、文政12年）。『金銭御本払并上納高調帳』資料番号01E1-9（「西町屋文書」
八戸市博物館所蔵、天保３年）。『扣』資料番号2-1-13（「淵沢家文書」八戸市立図書館所蔵、天保５年）を参考にして作成。

表２　大野鉄山から藩への上納金の変遷

石
橋
寿
秀

滝山 惣山（玉川・金取・葛柄・青笹） 総計 惣銭換算
金 銭 金 銭 金 銭 銭

両 分 朱 文 両 分 朱 文 両 分 朱 文 文
1828年 文政11年 459 2 751 2,824 1 205,150 3,283 1 2 205,913 → 22,532,863 
1829年 文政12年 1,117 2 2 551 4,766 2 2 59,725 5,884 1 60,276 → 40,073,176 
1830年 文政13年 763 219 4,841 3 61,656 5,604 3 61,875 → 38,174,175 
1831年 天保2年 1,197 2 1,445 4,687 3 88,218 5,885 1 89,663 → 40,112,763 

淵
沢
定
啓

両山（滝山・大谷） 惣山（玉川・金取・葛柄・水沢） 総計
金 銭 金 銭 金 銭 銭

両 分 朱 文 両 分 朱 文 両 分 朱 文 文
1834年 天保5年 1,171 2,387 2,981 1 3 3,831 4,152 1 3 6,218 → 28,242,793 
1835年 天保6年 1,191 1 2 3,320 3,942 1,561 5,133 1 2 4,881 → 34,911,831 
1836年 天保7年 1,003 3 2,138 4,130 2 1,555 5,134 1 3,693 → 34,916,593 

注） 『金銭御本払并上納高調帳』資料番号01E1-4（「西町屋文書」八戸市博物館所蔵、文政12年）。『金銭御本払并上納高調帳』資料番号01E1-9（「西町屋
文書」八戸市博物館所蔵、天保３年）。『（商用書留）』資料番号01E1-8（「西町屋文書」八戸市博物館所蔵、文政13年）。『扣』資料番号2-1-13（「淵沢
家文書」八戸市立図書館所蔵、天保５年）を参考にして作成。
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残
」（
前
年
度
初
期
投
資
余
剰
金
銭
）・「
御
仕
入
金
」（
藩
か
ら
の
出
資
）
か
ら

な
り
、
そ
の
総
額
は
約
三
四
三
六
五
貫
一
九
三
文
（
惣
銭
換
算
：
一
両
＝
六
貫

八
〇
〇

25

）

）文
。
以
下
同
比
率
に
て
換
算
）
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、「
御
仕
入
金
」

は
約
二
二
六
四
〇
貫
文
で
あ
り
、
約
六
六
％
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら

鉄
山
経
営
資
金
の
大
部
分
は
藩
か
ら
の
出
資
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
て
い
た
こ
と
が

分
か
る
。

　

他
方
、
生
産
費
用
は
「
吹
方
諸
払
」（
精
錬
部
門
の
生
産
費
用
）・「
褒
美
払
」

（
賞
与
）・「
延
鉄
打
出
掛
払
」（「
鉏
鉄
」
加
工
費
用
）・「
鍬
鋤
地
板
鋲
錨
打
出

掛
払
」（
鉄
製
品
制
作
費
用
）・「
普
請
払
」（
生
産
設
備
整
備
費
用
）
か
ら
な
り
、

そ
の
総
額
は
約
二
二
六
九
五
貫
七
〇
六
文
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、「
吹
方
諸
払
」

は
約
一
四
〇
四
一
貫
八
八
四
文
で
初
期
投
資
の
約
四
一
％
を
、「
褒
美
払
」
は

約
一
七
四
五
貫
六
八
四
文
で
初
期
投
資
の
約
五
％
を
、「
延
鉄
打
出
掛
払
」
は

六
一
五
六
貫
九
〇
七
文
で
初
期
投
資
の
約
一
八
％
を
、「
鍬
鋤
地
板
鋲
錨
打
出

掛
払
」
は
約
六
五
四
貫
六
八
三
文
で
初
期
投
資
の
約
二
％
を
、
そ
れ
ぞ
れ
費
や

し
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
「
延
鉄
打
出
」
と
は
、
純
度
の
低
い
「
鉏
鉄
」
を
鍛

錬
し
、
不
純
物
を
除
く
工
程
を
指
す
た
め
、
精
錬
過
程
の
一
つ
と
言
え

26

）

）る
。
つ

ま
り
、
精
錬
費
用
は
「
吹
方
諸
払
」・「
延
鉄
打
出
掛
払
」
を
合
わ
せ
た
も
の
で

あ
り
、
初
期
投
資
の
大
部
分
を
占
め
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

初
期
投
資
か
ら
生
産
費
用
を
差
し
引
い
た
分
は
、
鉄
山
労
働
者
へ
の
貸
付
金

と
し
て
活
用
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
文
政
十
一
年
に
は
約
五
〇
九
七
貫
二
七
五
文

が
貸
し
付
け
ら
れ
て
お
り
、
初
期
投
資
の
約
一
五
％
に
相
当
す
る
。
こ
の
貸
付

金
は
、
鉄
山
労
働
者
を
債
務
者
に
し
て
鉄
山
労
働
に
緊
縛
す
る
た
め
の
も
の
で

あ
27

）

）り
、
労
働
者
徴
募
に
不
可
欠
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　

初
期
投
資
余
剰
分
か
ら
前
貸
金
を
差
し
引
い
た
分
の
金
銭
と
、
在
庫
高
は
来

年
度
の
初
期
投
資
に
繰
り
込
ま
れ

28

）

）る
。
こ
の
よ
う
に
元
を
糺
せ
ば
、
鉄
山
経
営

資
金
は
全
て
「
御
仕
入
金
」
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、「
鉄
山
支
配
人
」
の

出
資
の
入
り
込
む
余
地
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
大
野
鉄
山
を
藩
直
営
と
見
な

す
森
氏
の
初
期
の
見
解
に
妥
当
性
を
与
え
る
。

　

ち
な
み
に
、『（
商
用
書
留
）』
文
政
十
三
年
二
月
の
記
事
に
「
金
弐
千
六
百

弐
拾
八
両
・
銭
弐
百
拾
貫
文
者
、
去
丑
年
御
鉄
山
御
仕
入
金
追
々
通
帳
ニ
而
御

下
〆
高
、
此
度
惣
御
勘
定
ニ
付
本
手
形
直
慥
奉
受
取
候
」
と
あ
る
よ
う

29

）

）に
、「
御

仕
入
金
」
は
「
鉄
山
支
配
人
」
の
要
請
に
応
じ
て
藩
が
支
給
し
て
い

30

）

）た
。
要
す

る
に
、「
鉄
山
支
配
人
」
の
権
限
は
基
本
的
に
「
御
仕
入
金
」
の
要
請
と
、
許

可
さ
れ
た
範
囲
内
で
の
資
金
の
運
用
に
限
ら
れ
て
い
た
と
言
え
る
。

（
二
）　

石
橋
寿
秀
の
鉄
山
経
営

　

次
に
、
寿
秀
の
鉄
山
経
営
が
藩
に
も
た
ら
し
た
利
益
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ

こ
で
、
藩
の
支
出
を
示
す
「
御
仕
入
金
」
と
、
藩
の
収
入
を
示
す
「
上
納
金
」

を
ま
と
め
た
表
二
を
見
て
み
る
と
、
文
政
十
一
年
に
は
「
御
仕
入
金
」
約

二
二
六
四
〇
貫
文
に
対
し
て
、
約
二
二
五
三
二
貫
八
六
三
文
が
藩
に
上
納
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
か

31

）

）ら
、
寿
秀
の
鉄
山
経
営
が
藩
側
の
利
益
と
な
っ
て
い
な

か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

ち
な
み
に
、
晴
山
家
の
日
記
『
万
記
録
』
に
よ
る
と
、
文
政
四
年
六
月
十
二

日
に
玉
川
鉄
山
で
精
錬
を
始
め
た
と
こ
ろ
、「
誠
ニ
稀
成
吹
方
」
で
あ
っ
た
と

い
う
。
ま
た
、
同
史
料
か
ら
、
そ
の
翌
年
の
春
に
金
取
鉄
山
を
新
設
し
た
と
こ

ろ
、「
存
ノ
外
出
方
宜
敷
」、
つ
ま
り
生
産
量
が
大
き
く
伸
び
た
こ
と
が
う
か
が

え
32

）

）る
。
こ
の
他
、
文
政
十
年
に
滝
山
鉄
山
が
開
発
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
れ

33

）

）ば
、
文
政
十
一
年
に
は
「
売
山
」
時
よ
り
も
鉄
生
産
量
が
大
き
く
増
加
し
て
い

た
と
推
察
さ
れ
る
。
し
か
し
、
文
政
十
一
年
の
収
支
決
算
を
見
た
限
り
で
は
、

藩
は
利
益
を
得
ら
れ
て
お
ら
ず
、
鉄
生
産
量
の
増
加
が
藩
の
利
益
に
結
び
つ
い

て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
天
保
二
年
に
目
を
移
し
て
み
る
と
、「
御
仕
入
金
」
約

二
七
七
〇
二
貫
文
、
上
納
金
約
四
〇
一
一
二
貫
七
六
三
文
と
な
っ
て
お
り
、
約

一
二
四
一
〇
貫
七
六
三
文
も
の
利
益
が
出
て
い
る
。こ
の
利
益
増
加
の
原
因
は
、
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「
御
仕
入
金
」
が
ほ
ぼ
固
定
化
さ
れ
た
ま
ま
、
高
額
の
金
銭
を
上
納
し
て
い
る

こ
と
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、「
鉄
山
支
配
人
」
が
生
産
費
用
を
削
減
し
つ
つ
、

生
産
量
の
増
加
ひ
い
て
は
収
益
の
増
大
を
図
っ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い

る
。

　

こ
こ
で
寿
秀
が
削
減
し
た
生
産
費
用
の
部
分
を
詳
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
滝

山
鉄
山
を
例
に
し
て
鉄
山
内
の
給
与
体
系
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。
寿

秀
が
、滝
山
鉄
山
の
労
働
者
に
貸
し
付
け
た
金
銭
を
ま
と
め
た
『
諸
働
貸
附
帳
』

に
よ
る
と
、
滝
山
鉄
山
の
前
貸
金
対
象
者
は
一
〇
八
人
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の

う
ち
、「
吹
方
」（
精
錬
部
門
）
は
三
十
五
人
、「
打
出
掛
」（
加
工
部
門
）
は

十
三
人
、「
炭
焼
」（
精
錬
用
大
炭
販
売
業
者
）
は
約
二
十
八
人
、「
小
炭
焼
」（
加

工
用
小
炭
販
売
業
者
）
は
約
二
十
人
、「
附
方
」（
輸
送
業
者
）
は
約
十
二
人
で

あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
鉄
山
労
働
者
を
居
住
地
別
で
分
け
る
と
、「
山
内
」
に
居

住
し
て
い
た
者
は
「
大
工
」（「
吹
方
」
の
責
任
者
）・「
鍛
冶
」（「
打
出
掛
」
の

責
任
者
）
な
ど
の
五
人
だ
け
で
あ

34

）

）り
、
大
部
分
は
村
方
に
居
住
す
る
「
百
姓
」

で
あ
っ

35

）

）た
。
そ
の
他
に
、
青
笹
鉄
山
の
『
諸
品
受
払
帳
』
か
ら
「
職
人
中
間
」・

「
平
中
間
」・「
諸
中
間
」
と
い
う
人
び
と
が
約
六
〇
名
い
た
こ
と
も
確
認
で
き

36

）

）る
。
し
か
し
、
彼
ら
も
一
日
単
位
で
給
与
が
支
給
さ
れ
て
い
た
た
め
、「
山
内
」

居
住
者
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
鉄
山
労
働
者
の
大
部
分
は
村
方
か

ら
出
稼
ぎ
に
来
て
い
た
者
た
ち
（「
鉄
山
挊
か
せ
ぎ
」）
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

　

そ
の
う
ち
、「
鍛
冶
」・「
大
工
」
を
「
山
内
」
居
住
者
の
典
型
と
し
て
、「
職

人
中
間
」・「
炭
焼
」
を
「
鉄
山
挊

か
せ
ぎ
」
の
典
型
と
し
て
取
り
上
げ
、
給
与
体
系
の

変
遷
を
例
示
し
た
も
の
が
表
三
で
あ
る
。
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、「
御
手
山
」

に
指
定
さ
れ
た
直
後
の
文
政
五
年
に
、
全
て
の
職
種
の
給
与
・
扶
持
が
大
き
く

減
少
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
寿
秀
が
「
御
手
山
」
指
定
時
に

一
律
に
給
与
・
扶
持
を
削
減
し
て
生
産
費
用
の
節
倹
を
図
っ
て
い
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
ま
た
、天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
ま
で
の
間
に
「
大
工
」
の
給
与
・

扶
持
を
再
度
削
減
し
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
後
の
史
料
か
ら

文
政
末
期
に「
吹
方
」

の
「
褒
美
」
が
減
ら

さ
れ
て
い
た
こ
と
も

う
か
が
え

37

）

）る
。
お
そ

ら
く
、
天
保
二
年
の

高
額
の
金
銭
上
納
は

こ
の
よ
う
な
給
与
・

扶
持
・
賞
与
の
削
減

に
よ
っ
て
可
能
に

な
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
ち
な
み
に
、
文

政
十
二
年（
一
八
二
九
）

に
は
天
保
二
年
と
同

水
準
の
上
納
金
を

払
っ
て
お
り
、
当
時

既
に
収
支
構
造
が
変

化
し
て
い
た
と
思
わ

れ
る
。
よ
っ
て
、
経

営
転
換
の
具
体
的
な

時
期
は
文
政
十
二
年

頃
で
あ
る
と
推
察
さ

れ
る
。
実
際
、
文
政

十
三
年
に
寿
秀
が

「
代
々
鉄
山
支
配
」

を
認
め
ら
れ
た
際
、

藩
は
「
其
方
儀
年
来

鉄
山
支
配
被
仰
付
置

表３　大野鉄山における「鍛冶」・「大工」・「職人仲間」・「炭焼」の給与体系の変遷（１枚＝３日）
山内 村方（鉄山挊）

打出掛 吹方 （日雇挊）
鍛冶 大工 職人中間 炭焼

延鉄40本当たりの
給与・扶持

10枚当たりの
給与・扶持

1日当たりの
給与・扶持

1枚当たりの
吹代

1貫文当たりの
買上炭代

銭 白米 玄米 味噌 銭 白米 玄米 味噌 銭 白米 玄米 味噌 銭 炭
文 合 合 匁 文 合 合 匁 文 合 合 匁 文 俵

1822年 文政5年
2月以前 100 10.0 40.0 5,000 300 1,500 50 7.5 30.0 5,000 35

（1俵当たり約29文）

2月以降 85 7.5 30.0 3,750 400 1,500 3,750 40
（1俵当たり25文）

1833年 天保4年 12月 85 7.5 30.0 3,250 300 1,500 36 7.5 30.0 3,750 40
（1俵当たり25文）

1834年 天保5年
4月以前 85 7.5 30.0 3,000 300 1,500 36 7.5 30.0 3,750 40

（1俵当たり25文）

4月以降 100 10.0 40.0 3,200 400 1,500 50 7.5 30.0 4,500 35
（1俵当たり約29文）

1835年 天保6年 2月以前 100 10.0 40.0 3,200 400 1,500 4,500 35
（1俵当たり約29文）

注） 『御鉄山中考帳』（『新編八戸市史近世資料編Ⅱ』（八戸市、2008年））所収。『金銭受払帳』資料番号01E1-20（「西町屋文書」八戸市博物館所蔵、天保
４年）。『掟書』資料番号2-1-37（「淵沢家文書」八戸市立図書館所蔵、天保５年）。『惣山吹方諸払書上帳』資料番号2-1-42（「淵沢家文書」八戸市立図
書館所蔵、天保６年）を参考にして作成。
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候
処
、
格
別
骨
折
御
入
方
少
ニ
相
成
候
」
と
通
達
し
て
お

38

）

）り
、「
御
入
方
」、
つ

ま
り
支
出
の
抑
制
が
文
政
十
三
年
以
前
に
図
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

こ
の
間
の
経
緯
に
つ
い
て
は
不
詳
で
あ
る
。
た
だ
し
、
興
味
深
い
の
は
文
政

十
一
年
二
月
、「
今
以
御
借
財
済
方
も
不
少
相
残
居
候
処
、
御
主
法
御
年
限
当

年
迄
相
済
候
事
ニ
候
」
と
い
う
現
状
を
鑑
み
て
、
藩
が
藩
士
に
今
後
ど
う
す
べ

き
か
意
見
を
求
め
て
い
る
こ
と
で
あ

39

）

）る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
同
年
十
一
月
ま
で

の
間
に
「
海
上
御
交
易
」、
つ
ま
り
特
産
品
の
領
外
輸
出
を
積
極
的
に
行
う
よ

う
に
と
の
意
見
が
寄
せ
ら
れ
て
い

40

）

）る
。
実
際
、
文
政
十
二
年
か
ら
大
坂
へ
の
回

漕
販
売
が
本
格
化
し
、
西
廻
り
航
路
の
途
上
に
位
置
す
る
弘
前
藩
・
久
保
田
藩

へ
の
鉄
類
輸
出
が
増
加
し
て
い
る
た

41

）

）め
、
こ
の
頃
に
何
か
し
ら
の
政
策
転
換
が

あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
鉄
類
の
積
極
的
な
輸
出
は
、
鉄
山
経
営
の
総
収
入
の

増
加
を
企
図
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
文
政
期
の
政
策
転
換
は

鉄
山
労
働
者
に
負
担
を
強
い
る
こ
と
、
つ
ま
り
「
吹
方
」
の
給
与
・
扶
持
・
賞

与
の
削
減
が
並
行
し
て
行
わ
れ
る
契
機
に
も
な
っ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
実

際
、
文
政
十
二
年
以
降
、
大
野
鉄
山
周
辺
の
「
欠
落
訴
」
件
数
が
増
加
し
て
い

る
の
で
あ

42

）

）る
。

（
三
）　

鉄
山
労
働
者
の
一
揆
・
騒
動

　

天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
正
月
十
日
頃
、
文
政
改
革
に
反
対
す
る
惣
百
姓
一

揆
（
稗
三
合
一
揆
）
が
起
き
た
。
そ
の
際
、
藩
専
売
制
の
廃
止
、
種
々
の
増
税

の
撤
廃
な
ど
の
要
求
が
出
さ
れ
て
お
り
、そ
の
要
求
の
一
つ
に
「
御
鉄
山
売
山
」

（
鉄
山
民
営
化
）
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
一
揆
勢
に
鉄
山
労
働
者
が
含
ま

れ
て
い
た
こ
と
と
、
彼
ら
が
「
売
山
」
時
へ
の
回
帰
を
求
め
て
い
た
こ
と
が
分

か
る
。
こ
の
要
求
に
対
し
て
、
藩
は
民
営
化
要
求
を
拒
絶
し
つ
つ
、「
日
雇
挊か
せ
ぎ

之
も
の
共
相
続
筋
ニ
相
成
候
様
」
に
す
る
と
回
答
し
て
お

43

）

）り
、
こ
の
時
に
藩
が

交
渉
の
相
手
と
し
て
見
て
い
た
の
は
「
日
雇
挊
」
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ

こ
で
い
う
「
日
雇
挊
か
せ
ぎ
」
が
何
を
指
す
の
か
は
不
詳
で
あ
る
。
た
だ
し
、
天
保
六

年
（
一
八
三
五
）
十
一
月
に
鉛
山
開
発
の
話
が
持
ち
上
が
っ
た
際
、
藩
は
「
若

炭
焼
と
も
之
内
右
鉛
山
へ
日
雇
に
も
入
候
様
ニ
而
ハ
鉄
山
方
支
に
相
成
可
申
奉

存
候
」
と
し
て
鉛
山
開
発
を
認
め
な
か
っ

44

）

）た
。
こ
の
下
達
か
ら
、藩
が
「
炭
焼
」

を
「
日
雇
」
に
出
る
者
、
つ
ま
り
「
日
雇
挊
か
せ
ぎ
」
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
分
か

る
。
よ
っ
て
、
鉄
山
民
営
化
の
要
求
を
出
し
た
「
日
雇
挊
か
せ
ぎ
」
に
は
「
炭
焼
」
も

含
ま
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　

正
月
二
十
一
日
に
は
、
寿
秀
が
「
御
鉄
山
支
配
人
」
の
辞
任
を
願
い
出
て
い

る
。
藩
は
即
座
に
そ
の
辞
任
を
認
め
な
か
っ
た
が
、
二
月
十
日
に
「
鉄
山
挊

か
せ
ぎ
」

約
五
六
〇
人
が
大
野
鉄
山
で
騒
動
を
起
こ
し
た
た
め
、
同
日
中
に
藩
は
寿
秀
の

辞
任
を
認
め
て
い

45

）

）る
。

　

二
月
十
日
の
騒
動
で
は
、「
山
内
鍛
冶
共
」（「
打
出
掛
」）・「
山
内
諸
職
人
」（「
吹

方
」）
が
訴
願
を
出
し
て
お
り
、「
山
内
」
居
住
者
も
騒
動
に
関
わ
っ
て
い
た
。

実
際
、「
山
内
鍛
冶
共
」
の
訴
願
に
は
「
鍛
冶
」
に
関
わ
る
「
鍛
冶
給
銭
、延
（
筆

者
注
：
延
鉄
）
壱
本
ニ
付
弐
文
半
」
と
い
う
要
求
も
あ
っ

46

）

）た
。

　

ち
な
み
に
、
表
三
を
見
て
分
か
る
通
り
、
こ
こ
で
要
求
さ
れ
て
い
る
金
額
は

「
売
山
」
時
の
そ
れ
と
一
致
し
て
い
る
。
同
様
に
、「
山
内
鍛
冶
共
」
全
体
で
も
、

扶
持
の
量
を
「
売
山
」
時
に
戻
す
よ
う
に
要
求
し
て
い
る
。
ま
た
、「
山
内
諸

職
人
」
も
「
御
手
山
」
以
前
の
給
与
体
系
に
引
き
戻
す
よ
う
訴
え
て
い

47

）

）る
。
こ

れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
鉄
山
労
働
者
は
共
通
し
て
「
売
山
」
時
へ
の
回
帰
を
望
ん

で
お
り
、
そ
の
実
現
の
た
め
に
一
揆
・
騒
動
を
起
こ
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　（
四
）　

淵
沢
定
啓
の
鉄
山
経
営

　

同
年
二
月
二
十
日
に
は
、
寿
秀
の
後
任
と
し
て
定
啓
が
「
鉄
山
支
配
人
元
〆

役
」
に
指
名
さ
れ
て
い
る
。
二
月
二
十
八
日
、「
鉄
山
支
配
人
」
に
就
任
し
た

彼
は
、
ま
ず
藩
に
「
山
内
諸
職
人
并
働
之
者
共
」
の
給
与
・
扶
持
を
ど
う
す
べ

き
か
問
い
合
わ
せ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
藩
は
「
諸
職
人
共
扶
持
方
并
給

金
等
」
は
こ
れ
ま
で
通
り
に
せ
よ
、
た
だ
し
「
挊
か
せ
ぎ
之
者
共
」
の
給
与
・
扶
持
に
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つ
い
て
は
改
善
す
る
と
回
答
し
て
お
り
、
当
初
、
藩
は
一
揆
の
際
に
約
束
し
た

「
挊
か
せ
ぎ
之
者
共
」
だ
け
の
要
求
を
叶
え
れ
ば
良
い
と
考
え
て
い
た
。
し
か
し
、
そ

の
後
も
鉄
山
労
働
者
か
ら
の
訴
願
が
絶
え
な
か
っ
た
た
め
、
定
啓
は
同
年
三
月

に
再
び
「
山
内
願
筋
之
儀
、
如
何
相
心
得
可
申
哉
」
と
鉄
山
労
働
者
の
要
求
を

上
奏
し
、「
右
ハ
願
之
通
被
仰
付
も
の
也
と
相
心
得
取
扱
べ
し
」
と
い
う
確
約

を
と
り
つ
け
て
い

48

）

）る
。
実
際
、
天
保
六
年
二
月
以
前
に
鉄
山
労
働
者
の
給
与
・

扶
持
は
一
律
に
引
き
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
定
啓
の
訴
願
が
功
を
奏
し
た
と
思
わ

れ
る
。
同
様
に
、
天
保
六
年
三
月
二
十
日
、
藩
は
「
大
炭
日
前
焼
出
之
者
共
」

が
難
渋
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
採
算
度
外
視
で
鉄
山
経
営
を
続
け
さ
せ
、
特

に
生
活
の
苦
し
い
「
大
炭
日
前
焼
出
之
者
」
の
給
与
だ
け
は
引
き
上
げ
さ
せ
る

こ
と
を
決
め
て
い

49

）

）る
。

　

そ
の
結
果
、
天
保
六
年
の
「
御
仕
入
金
」
は
約
三
二
八
七
六
貫
五
六
〇
文
に

も
達
し
て
い

50

）

）た
。
そ
れ
は
藩
に
と
っ
て
大
き
な
負
担
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
た
め
か
、
そ
の
翌
年
（
一
八
三
六
）
八
月
八
日
に
藩
は
「
鉄
山
方
扶
持
諸

給
銭
雑
事
共
、去
ル
巳
と
し
同
様
八
掛
ニ
被
仰
付
候
」と
い
う
命
令
を
出

51

）

）し
、「
巳

と
し
」、
つ
ま
り
天
保
四
年
と
同
様
の
給
与
体
系
に
戻
す
よ
う
命
じ
て
い
る
。
ち

な
み
に
、
天
保
七
年
の
「
御
仕
入
金
」
は
約
二
一
〇
六
五
貫
五
五
〇
文
で
あ

52

）

）り
、

寿
秀
経
営
時
の
水
準
に
戻
さ
れ
て
い
る
た
め
、
実
際
に
人
件
費
の
削
減
が
な
さ

れ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
な
お
、
弘
化
五
年
（
一
八
四
八
）
十
一
月
八
日
、
大
工

の
一
〇
枚
（
三
〇
日
）
当
た
り
の
給
与
は
三
貫
文
と
定
め
ら
れ
て
お

53

）

）り
、
寿
秀

経
営
時
の
水
準
に
あ
っ
た
。
ま
た
、弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
二
月
時
点
で
「
買

上
炭
代
」・「
駄
賃
」・「
山
代
」（
山
林
用
益
権
料
）
の
合
計
が
一
六
〇
俵
当
た

り
六
貫
七
六
八
文
と
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と

54

）

）と
、寿
秀
経
営
時
の「
買
上
炭
代
」・

「
駄
賃
」・「
山
代
」
の
合
計
が
一
六
〇
俵
当
た
り
六
貫
九
九
一
文
で
あ
る
こ
と

を
考
え
合
わ
せ
る

55

）

）と
、
こ
れ
も
寿
秀
経
営
時
の
水
準
に
戻
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

分
か
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
天
保
七
年
の
給
与
体
系
改
悪
の
際
、
定
啓
は
「
炭
焼
共
計
り
格

別
難
渋
罷
在
候
得
ハ
、
八
か
け
ニ
て
ハ
迚
も
働
兼
可
申
段
申
上
置
候
事
」
と
訴

え
て
お
り
、「
炭
焼
」の
給
与
改
定
だ
け
は
や
め
て
ほ
し
い
と
願
い
上
げ
て
い
た
。

そ
れ
に
対
し
て
藩
は
「
其
元
被
申
出
之
通
、
少
々
か
し
込
ニ
成
候
て
も
無
拠
事

ニ
候
、
何
様
騒
不
申
様
ニ
計
ひ
可
被
申
と
被
仰
候
事
」
と
回
答
し
て
お
り
、「
炭

焼
」
に
金
銭
を
貸
し
与
え
て
で
も
生
活
が
成
り
立
つ
よ
う
に
し
、
騒
動
が
起
き

な
い
よ
う
に
せ
よ
と
命
じ
て
い

56

）

）た
。
既
述
の
通
り
、「
炭
焼
」
は
稗
三
合
一
揆

に
関
与
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
た
め
、こ
こ
で
藩
は
、給
与
体
系
の
改
悪
が
「
炭

焼
」
の
不
満
を
高
め
、
一
揆
・
騒
動
に
発
展
す
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
た
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
実
際
、
定
啓
は
鉄
山
経
営
資
金
を
「
炭
焼
」
に
貸
し
付

け
て
お
り
、
一
揆
・
騒
動
の
再
発
を
抑
制
す
る
役
割
を
担
わ
さ
れ
て
い
た
と
言

え
よ
う
。

　

ち
な
み
に
、
大
野
鉄
山
で
は
前
任
者
の
貸
付
金
の
回
収
分
も
鉄
山
経
営
資
金

に
組
み
込
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
回
収
は
後
任
者
が
担
っ
て
い
た
。
し
か
も
、
天

保
五
年
八
月
十
一
日
に
定
啓
が
「
欠
落
死
絶
或
ハ
鉄
山
挊
方
相
止
居
所
不
分
之

者
共
并
此
節
居
所
尋
掛
之
者
共
之
借
用
…
如
何
可
被
仰
付
候
や
」
と
問
い
合
わ

せ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
藩
が
「
兼
而
御
沙
汰
之
通
引
受
可
被
申
候
」
と
回

答
し
て
い
る
こ
と
か

57

）

）ら
、
死
亡
者
・
行
方
不
明
者
の
貸
付
金
も
後
任
者
が
回
収

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
実
際
、
天
保
六
年
二
月
、
寿
秀
は

「
預
手
形
」（
為
替
手
形
）
を
御
日
払
所
に
提
出
し
て
お

58

）

）り
、
死
亡
者
・
行
方
不

明
者
の
貸
付
金
を
立
て
替
え
て
い
た
。
同
様
に
、「
鉄
山
取
扱
方
」（
金
銭
取
扱

業
務
）
の
退
役
を
認
め
ら
れ
た
際
、
定
啓
も
天
保
九
年
五
月
二
十
二
日
に
「
諸

働
之
者
共
へ
貸
付
候
御
金
銭
…
先
年
石
橋
徳
右
衛
門
よ
り
私
へ
引
渡
候
節
之
御

例
を
以
引
渡
仕
度
奉
存
候
」
と
願
い
出
て
お
り
、
寿
秀
に
倣
っ
て
貸
付
金
を
処

理
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
。し
か
も
定
啓
の
場
合
は
、同
年
十
一
月
一
日
に
、「
死

絶
欠
落
」
の
可
能
性
の
あ
る
者
の
貸
付
金
ま
で
立
て
替
え
る
こ
と
を
願
い
出
て

い
59

）

）る
。
そ
し
て
実
際
、
定
啓
は
同
年
十
一
月
と
翌
年
（
一
八
四
〇
）
九
月
に
そ

れ
ら
金
銭
を
立
て
替
え
て
い

60

）

）た
。
な
お
、
天
保
九
年
七
月
に
五
七
六
七
貫
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一
五
八
文
で
あ
っ
た
淵
沢
家
純
資
産
（
債
権
・
現
金
・
在
庫
の
総
額
）
は
、
翌

年
十
月
に
は
四
二
三
〇
貫
八
五
〇
文
に
ま
で
減
少
し
て
お

61

）

）り
、
貸
付
金
の
立
替

は
小
さ
な
負
担
で
は
な
か
っ
た
。

　

も
っ
と
も
、
こ
の
時
に
立
て
替
え
た
金
銭
は
「
自
分
の
か
し
」
に
な
っ
て
い

た
62

）

）め
、
将
来
返
済
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
っ
た
。
実
際
、
大
野
鉄
山
御
日
払
所
番

頭
・
大
坂
屋
太
郎
兵
衛
が
鉄
山
労
働
者
か
ら
の
貸
付
金
回
収
に
あ
た
っ
て
い
た
。

し
か
し
、
天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
）
九
月
七
日
、
定
啓
は
鉄
山
労
働
者
が
困

窮
し
て
い
る
状
況
を
鑑
み
て
、
太
郎
兵
衛
に
対
し
て
、
借
手
の
意
向
に
従
っ
て

貸
付
金
を
減
額
し
、「
後
の
誹
謗
を
受
ざ
る
様
ニ
」
し
た
い
と
指
示
し
て
い
る

こ
と
か

63

）

）ら
、
借
手
か
ら
の
「
誹
謗
」
を
回
避
す
る
こ
と
に
大
き
な
関
心
が
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、『
御
鉄
山
日
記
』
天
保
十
四
年
十
一
月
九
日
の
記
事
に
「
帳
面

取
扱
方
を
以
太
郎
兵
衛
ニ
任
置
て
彼
が
無
理
な
る
才
足
を
す
る
事
を
も
知
ら
ず

に
、
鼻
を
た
ら
し
て
居
る
と
誹
謗
せ
ら
れ
気
の
毒
い
た
し
居
候
」
と
あ

64

）

）り
、
実

際
に
は
太
郎
兵
衛
の
無
理
な
催
促
に
よ
っ
て
「
誹
謗
」
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ま
た
、
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
十
月
二
十
七
日
、
大
野
村
の
在
郷
商
人
・
古

屋
又
右
衛
門
に
貸
付
金
立
替
分
の
回
収
を
頼
ん
だ
際
、「
扠
世
の
中
は
衣
て
喰

ふ
て
雨
が
も
ら
ず
は
極
楽
よ
、
外
を
願
ふ
は
煩
悩
の
種
な
ら
ん
か
…
貴
兄
の
賢

慮
教
諭
を
得
て
以
て
此
煩
悩
を
免
れ
ん
と
欲
す
」
と
述
べ
て
お

65

）

）り
、
貸
付
金
回

収
問
題
に
関
し
て
相
当
悩
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
弘
化
三
年

十
二
月
二
十
三
日
に
は
、
借
手
か
ら
の
苦
情
を
受
け
て
、
又
右
衛
門
に
対
し
て

「
是
皆
拙
者
が
銀
欲
之
罪
」
と
い
う
罪
意
識
を
表
明
し
て
い

66

）

）る
。

　

こ
こ
で
一
歩
退
い
て
見
て
み
る
と
、
寿
秀
・
定
啓
の
貸
付
金
立
替
は
、
藩
（
領

主
）
と
鉱
山
労
働
者
（
領
民
）
の
貸
借
関
係
が
、「
鉄
山
支
配
人
」（
中
間
層
）

と
鉄
山
労
働
者
（
領
民
）
の
貸
借
関
係
に
転
化
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し

て
定
啓
に
対
す
る
「
誹
謗
」
は
、
藩
に
向
け
ら
れ
る
は
ず
の
鉄
山
労
働
者
の
不

満
が
、「
鉄
山
支
配
人
」
に
転
嫁
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
も
、
天

保
期
に
限
っ
て
言
え
ば
、
そ
の
貸
付
金
は
一
揆
・
騒
動
の
再
発
防
止
の
た
め
に

貸
し
付
け
ら
れ
て
い
る
た
め
、最
終
的
に
そ
れ
を
立
て
替
え
た
「
鉄
山
支
配
人
」

は
二
重
の
意
味
で
藩
の
領
内
統
治
の
た
め
に
利
用
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
。
す
な

わ
ち
、
定
啓
が
抱
い
た
苦
悩
・
葛
藤
は
、
特
に
鉄
山
労
働
者
の
不
満
が
高
じ
て

い
た
十
九
世
紀
前
半
、
そ
の
不
満
を
一
身
に
負
わ
せ
ら
れ
て
い
た
「
鉄
山
支
配

人
」
の
歴
史
的
役
割
を
象
徴
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

四　

寿
秀
・
定
啓
の
対
領
主
意
識

　

最
後
に
、
寿
秀
・
定
啓
の
対
領
主
意
識
を
検
討
し
て
、
彼
ら
の
行
動
の
差
異

を
説
明
し
て
み
る
。
ま
ず
寿
秀
か
ら
論
じ
る
が
、
彼
は
文
政
十
三
年
に
鉄
山
経

営
の
功
績
が
認
め
ら
れ
た
際
、『
永
歳
覚
日
記
』
に
「
偏
ニ
先
祖
之
余
徳
連
綿

ニ
し
て
今
遺
書
記
録
之
趣
、
聊
心
に
守
類
の
み
…
わ
け
て
五
代
憲
勝
様
之
御
遺

書
感
涙
仕
候
、
彼
之
法
と
申
、
是
に
つ
け
祖
仏
の
御
筆
記
と
受
、
難
有
御
事
を

お
も
ひ
、
再
読
し
て
子
孫
不
可
忘
失
有
候
」
と
書
き
記
し
て
お

67

）

）り
、
憲
勝
に
傾

倒
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

寿
秀
の
義
理
の
祖
父
に
あ
た
る
憲
勝
は
、
寛
延
三
年
三
月
に
「
御
仕
送
御
用

人
」
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
た
。「
御
仕
送
御
用
人
」
と
は
、
八
戸
藩
第
五
代
藩
主
・

南
部
遠
江
守
信
興
（
一
七
二
五
〜
一
七
七
三
）
が
寛
延
三
年
に
設
け
た
役
職
で

あ
り
、
領
内
の
有
力
な
豪
農
・
豪
商
が
任
じ
ら
れ
た
。
具
体
的
な
職
務
は
、
藩

の
経
費
を
あ
ら
か
じ
め
立
て
替
え
、
藩
の
歳
入
を
安
定
化
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ

68

）

）た
。
同
年
十
月
に
は
、憲
勝
は
「
御
仕
送
御
用
人
」
の
功
績
が
認
め
ら
れ
て
「
鶴

料
理
」
と
銭
一
〇
〇
疋
を
下
賜
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
際
、
憲
勝
は
信
興
を
讃
え

て
お

69

）

）り
、
藩
主
の
行
為
を
肯
定
的
に
捉
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
宝
暦

六
年
（
一
七
五
六
）
四
月
十
七
日
、「
御
領
内
万
民
御
救
之
た
め
」
に
と
い
う

理
由
で
三
五
〇
〇
両
も
の
御
用
金
が
賦
課
さ
れ
た
際
も
、
憲
勝
は
家
族
に
対
し

て
「
御
上
江
御
奉
公
と
奉
存
候
ヘ
ハ
少
し
も
不
苦
候
」
と
述
べ
て
お

70

）

）り
、
藩
主
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の
利
益
の
た
め
に
行
動
す
る
こ
と
を
重
視
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
け
ば
、
寿
秀
も
藩
主
の
た
め
に
行
動
す
る
こ
と
を
重

視
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。
実
際
、寿
秀
は
文
化
元
年
に「
船

宿
」
に
任
じ
ら
れ
た
際
、「
偏
ニ
先
祖
御
用
ニ
も
相
立
候
ニ
付
、
此
節
難
渋
之

筋
ニ
而
御
憐
愍
之
思
召
を
以
被
仰
付
候
段
、
重
畳
難
有
御
事
奉
存
候
」
と
述
べ

71

）

）て
、
先
祖
の
功
績
が
認
め
ら
れ
た
も
の
と
し
て
積
極
的
に
藩
の
役
職
に
就
こ
う

と
し
て
お
り
、
身
分
上
昇
願
望
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

そ
の
一
方
、淵
沢
家
は
文
政
期
に
藩
専
売
制
の
一
環
と
し
て
「
大
豆
買
入
方
」

（
領
外
販
売
用
大
豆
の
集
積
係
）
に
任
ぜ
ら
れ
る
ま
で
、
藩
の
役
職
に
就
く
こ

と
は
な

72

）

）く
、
藩
と
の
関
係
は
希
薄
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
か
、
定
啓
は
天
保
四

年
十
二
月
に
嗣
子
・
淵
沢
初
太
郎
（
一
八
一
五
〜
一
八
一
九
）
に
宛
て
て
記
し

た
『
遺
言
』
に
「
必
し
も
奉
公
の
身
と
な
る
事
な
か
れ
」
と
記

73

）

）し
、
藩
の
役
職

に
は
就
か
な
い
よ
う
戒
め
て
い
た
。
実
際
、
定
啓
は
「
鉄
山
支
配
人
」
に
任
じ

ら
れ
た
当
初
は
、
何
度
も
辞
任
を
願
い
出
て
お
り
、
藩
の
役
職
に
就
く
こ
と
を

極
力
忌
避
し
て
い

74

）

）た
。
ま
た
、
定
啓
は
父
・
定
規
の
「
利
欲
」
を
持
た
な
い
生

き
方
を
理
想
と
し
て
お

75

）

）り
、『
遺
言
』
に
お
い
て
「
世
の
中
は
願
ひ
望
の
限
り

な
し
、
着
て
喰
て
処
ら
バ
極
楽
と
せ
よ
」
と
も
説
い
て
い

76

）

）た
。

　

こ
の
よ
う
な
身
分
上
昇
願
望
の
有
無
は
、
藩
の
利
益
の
た
め
に
行
動
す
る
志

向
の
濃
淡
を
反
映
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
た
め
、
寿
秀
・
定
啓
の
鉄
山
経
営
の

方
針
が
異
な
っ
て
い
た
一
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

　

従
来
、
南
部
地
方
の
「
鉄
山
支
配
人
」
は
自
家
の
利
益
を
追
求
す
る
イ
メ
ー

ジ
で
語
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、「
鉄
山
支
配
人
」
は
自
家
の
利

益
を
追
求
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
権
限
は
「
御
仕
入
金
」
の
要
請
と
運
用

に
限
ら
れ
て
い
た
。
も
っ
と
も
、「
鉄
山
支
配
人
」
は
そ
の
限
ら
れ
た
領
域
の

中
で
、
あ
る
役
割
を
演
じ
て
い
た
。
寿
秀
の
場
合
は
、
藩
の
利
益
を
生
み
出
す

た
め
に
、
藩
の
意
向
に
沿
っ
て
鉄
山
労
働
者
の
給
与
・
扶
持
の
削
減
を
行
い
、

天
保
期
の
一
揆
・
騒
動
を
招
い
た
。
そ
こ
で
、
そ
の
後
に
「
鉄
山
支
配
人
」
と

な
っ
た
定
啓
は
、
鉄
山
労
働
者
の
意
向
を
く
み
取
っ
て
藩
に
上
奏
し
、
鉄
山
労

働
者
の
待
遇
改
善
を
図
っ
て
い
た
。
天
保
七
年
に
給
与
体
系
改
悪
の
指
示
を
受

け
た
際
に
も
、
定
啓
は
鉄
山
労
働
者
の
生
活
が
成
り
立
つ
よ
う
努
め
て
お
り
、

藩
と
鉄
山
労
働
者
双
方
の
利
害
を
調
整
す
る
こ
と
に
苦
慮
し
て
い
た
。
先
行
研

究
と
の
関
わ
り
で
結
論
づ
け
る
な
ら
ば
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
十
九
世
紀
前
半

に
お
け
る
「
鉄
山
支
配
人
」
の
性
格
は
、
自
家
の
利
潤
追
求
者
＝
「
経
営
者
」

で
は
な
い
。
天
保
期
の
一
揆
・
騒
動
以
前
の
「
鉄
山
支
配
人
」
は
、
藩
の
意
向

を
実
行
に
移
す
と
い
う
側
面
が
強
か
っ
た
が
、
一
揆
・
騒
動
以
後
は
、
鉄
山
労

働
者
の
要
求
の
代
弁
者
と
し
て
の
側
面
が
強
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
よ

う
。

　

菊
池
氏
の
論
稿
を
踏
ま
え
て
付
記
す
れ
ば
、
従
来
、
特
権
的
な
「
中
間
層
」

は
支
配
機
構
の
末
端
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
の
中
に
も
対
領
主

意
識
や
経
営
方
針
に
差
異
が
存
在
し
て
お
り
、
特
権
的
な
「
中
間
層
」
が
藩
の

意
向
に
従
順
に
従
っ
て
い
た
と
一
般
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
え
よ
う
。

　

最
後
に
、幕
末
期
の
八
戸
藩
政
と
の
関
わ
り
で
見
逃
せ
な
い
点
が
一
つ
あ
る
。

菊
池
氏
は
、
天
保
七
年
頃
を
画
期
と
し
て
藩
の
「
御
救
」
機
能
が
後
退
し
て
い

く
と
も
指
摘
し
て
い

77

）

）る
。
八
戸
藩
に
お
い
て
鉄
山
経
営
が
「
国
産
」
政
策
の
一

環
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る

78

）

）と
、
ほ
ぼ
同
時
期
か
ら
、
鉄
山

経
営
の
資
金
を
流
用
す
る
形
で
の
「
炭
焼
」
＝
「
百
姓
」
の
救
済
が
始
ま
る
こ

と
は
、「
御
救
」
政
策
の
後
退
に
伴
っ
て
展
開
さ
れ
た
「
国
産
」
政
策
が
、「
中

間
層
」
に
負
担
を
強
い
る
形
で
飢
民
救
済
の
機
能
を
も
代
替
さ
せ
る
こ
と
に

な
っ
た
と
言
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
近
世
中
期
以
降
の
藩
政
改
革
の
な
か
で
「
国

産
」
育
成
を
目
指
す
「
国
益
」
論
が
提
起
さ
れ
、
結
果
的
に
「
御
救
」
の
責
務

が
放
棄
さ
れ
た
と
す
る
深
谷
克
己
氏
の
指
摘
を
踏
ま
え
れ

79

）

）ば
、
天
保
期
の
大
野
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鉄
山
経
営
は
、
近
世
中
期
以
降
の
「
国
産
」
政
策
の
特
徴
を
備
え
た
も
の
の
一

つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、「
御
救
」

政
策
と
「
国
産
」
政
策
の
関
係
の
変
化
を
詳
し
く
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る

と
思
わ
れ
る
。

　

加
え
て
、「
鉄
山
支
配
人
」
就
任
に
よ
る
経
済
的
利
点
の
有
無
と
、寿
秀
が
「
鉄

山
支
配
人
」
を
辞
任
し
た
こ
と
の
理
由
・
意
味
に
つ
い
て
も
検
討
の
余
地
が
あ

る
た
め
、
今
後
の
課
題
と
し
て
挙
げ
て
お
く
。

注（
1 
）
三
枝
博
音
・
飯
田
賢
一
『
日
本
近
代
製
鉄
技
術
発
達
史
』（
東
洋
経
済
新
報
社
、

一
九
五
七
年
）。

（
2 
）
鈴
木
宏
「
日
本
海
側
地
域
に
お
け
る
八
戸
藩
産
鉄
の
市
場
」（『
岩
手
県
立
博
物
館
研

究
報
告
』
七
号
、
一
九
八
九
年
）。
平
川
新
「
南
部
鉄
の
流
通
構
造
」（『
日
本
文
化
研
究

所
報
告
』
別
巻
一
九
集
、
一
九
八
二
年
）。

（
3 
）
武
井
博
明
『
近
世
製
鉄
史
論
』（
三
一
書
房
、
一
九
七
二
年
）。
土
井
作
治
「
近
世
期

鉄
生
産
に
お
け
る
藩
・
鉄
師
と
農
民
の
対
抗
」（『
歴
史
評
論
』
三
五
〇
、一
九
七
九
年
）。

（
4 
）
荻
慎
一
郎
「
南
部
鉄
山
に
お
け
る
生
産
組
織
と
労
働
組
織
」（『
日
本
文
化
研
究
所
研

究
報
告
別
巻
』（
一
八
）、
一
九
八
一
年
）。

（
5 
）
森
嘉
兵
衛
「
陸
奥
鉄
産
業
の
研
究
」（『
社
会
経
済
史
学
』
七
（
十
）・（
十
一
）、

一
九
三
八
年
）。

（
6 
）
森
嘉
兵
衛
『
日
本
僻
地
の
史
的
研
究
・
下
』（
法
政
大
学
出
版
会
、
一
九
七
〇
年
）。

定
啓
の
役
職
名
を
「
鉄
山
締
役
」
と
記
す
史
料
も
あ
る
が
、『
永
歳
覚
日
記
』
資
料
番
号

〇
一
Ａ
一―

一
六
（「
西
町
屋
文
書
」、
文
政
十
三
年
）
で
は
「
鉄
山
支
配
人
元
〆
役
」

と
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
以
下
「
西
町
屋
文
書
」
の
所
蔵
館
名
は
省
略
。

（
7 
）
森
嘉
兵
衛
「「
僻
地
」
の
近
代
化
の
条
件
に
つ
い
て
」（『
経
済
志
林
』
三
十
九
（
一
）・

（
二
）、
一
九
七
一
年
）。

（
8 
）
森
嘉
兵
衛
『
日
本
僻
地
の
史
的
研
究
・
上
』（
法
政
大
学
出
版
会
、
一
九
六
九
年
）。

（
9 
）
菊
池
勇
夫
「
文
政
天
保
期
に
お
け
る
八
戸
藩
の
藩
政
改
革
と
農
民
闘
争
」（『
史
苑
』

三
六
（
一
）、
一
九
七
五
年
）。

（
10 
）
拙
稿
「
近
世
後
期
北
奥
の
「
中
間
層
」
：
淵
沢
円
右
衛
門
の
経
営
思
想
」（『
書
物
・

出
版
と
社
会
変
容
』（
一
二
）、
二
〇
一
二
年
）。

（
11
）
斎
藤
潔
「
八
戸
藩
の
鉄
問
屋
」（『
岩
手
史
学
研
究
』（
七
三
）、
一
九
九
〇
年
）。

（
12 
）「
晴
山
姓
由
緒
書
入
」
資
料
番
号
〇
一
Ａ
二―

一
（「
西
町
屋
文
書
」
八
戸
市
博
物
館

所
蔵
）。

（
13
）『
秘
鑑
』（
工
藤
祐
董
編
『
八
戸
藩
法
制
史
料
』（
創
文
社
、
一
九
九
一
年
）
所
収
）。

（
14 
）『
万
記
録
』
資
料
番
号
一―

六
（「
晴
山
文
書
」
東
北
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
、
文
化

六
年
）。
文
化
六
年
は
執
筆
開
始
時
期
を
指
す
。

（
15
）
前
掲
『
万
記
録
』（
文
化
六
年
）。

（
16
）『
永
歳
目
安
録
』
資
料
番
号
〇
一
Ａ
一―

四
（「
西
町
屋
文
書
」、
宝
暦
十
二
年
）。

（
17 
）『
永
歳
覚
日
記
』
資
料
番
号
〇
一
Ａ
一―

二
（「
西
町
屋
文
書
」、
寛
延
三
年
）。『
永
歳

覚
日
記
』
資
料
番
号
〇
一
Ａ
一―

三
（「
西
町
屋
文
書
」、
宝
暦
六
年
）。

（
18 
）『
永
歳
覚
日
記
』
資
料
番
号
〇
一
Ａ
一―

一
一
（「
西
町
屋
文
書
」、
文
化
元
年
）。『
永

歳
覚
日
記
』
資
料
番
号
〇
一
Ａ
一―

一
四
（「
西
町
屋
文
書
」、
文
化
十
三
年
）。『
永
歳

覚
日
記
』
資
料
番
号
〇
一
Ａ
一―

一
六
（「
西
町
屋
文
書
」、
文
政
十
三
年
）。

（
19
）
前
掲
「
晴
山
姓
由
緒
書
入
」。

（
20 
）『
万
用
留
覚
』
資
料
番
号
一
一
二―

一
七
（「
淵
沢
家
文
書
」
八
戸
市
立
図
書
館
所
蔵
、

天
明
七
年
）。
以
下
「
淵
沢
家
文
書
」
の
所
蔵
館
名
は
省
略
。

（
21
）『
永
歳
覚
日
記
』
資
料
番
号
〇
一
Ａ
一―

九
（「
西
町
屋
文
書
」、
天
明
五
年
）。

（
22
）
前
掲
『
万
用
留
覚
』（
天
明
七
年
）。

（
23
）『
万
日
記
』
資
料
番
号
一―

二―

一
九
（「
淵
沢
家
文
書
」、
文
政
十
年
）。

（
24
）『
鉄
山
御
用
日
記
』
資
料
番
号
一―

一―

一
（「
淵
沢
家
文
書
」、
天
保
五
年
）。

（
25 
）
前
掲
『
鉄
山
御
用
日
記
』（
天
保
五
年
）
な
ど
に
は
「
但
し
…
両
か
へ
六
貫
八
百
文
」

と
い
う
注
記
が
散
見
さ
れ
る
。

（
26 
）
斎
藤
潔
「
天
保
期
八
戸
藩
の
鉄
山
収
支
に
つ
い
て
」（『
た
た
ら
研
究
』
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三
八
、一
九
九
七
年
）。

（
27
）
森
、
前
掲
書
（
一
九
六
九
年
）。

（
28 
）『
扣
』
資
料
番
号
二―

一―

一
三
（「
淵
沢
家
文
書
」、
天
保
五
年
）
記
載
の
天
保
五
年

「
御
勘
定
差
引
残
仕
訳
目
録
」
に
は
、
差
引
分
に
「
未
と
し
御
仕
入
ニ
立
」
と
の
注
記
が

あ
る
。

（
29
）『（
商
用
書
留
）』
資
料
番
号
〇
一
Ｅ
一―

八
（「
西
町
屋
文
書
」、
文
政
十
三
年
）。

（
30 
）「
御
通
入
」
資
料
番
号
二―

一―

一
〇
三
（「
淵
沢
家
文
書
」）。「
通
帳
」
と
は
、「
御

仕
入
金
」
を
使
途
毎
に
書
き
分
け
て
記
載
し
た
『
御
鉄
山
御
仕
入
金
請
取
通
帳
』
の
こ

と
で
あ
り
、「
鉄
山
支
配
人
」
は
使
途
毎
の
金
額
を
「
仮
手
形
」
に
記
し
て
御
調
役
所
に

提
出
す
る
こ
と
で
鉄
山
経
営
資
金
に
換
え
る
こ
と
が
で
き
た
。

（
31 
）『
御
収
納
金
御
本
払
大
図
書
上
帳
』
資
料
番
号
五―

四―

五―

〇―

一
八
（「
八
戸
南

部
家
文
書
」
八
戸
市
立
図
書
館
所
蔵
所
蔵
、
文
政
十
一
年
）。
同
史
料
に
記
載
さ
れ
て
い

る
文
政
十
年
の
八
戸
藩
の
年
貢
金
・
諸
出
金
の
総
計
（
惣
銭
換
算
）
は
約
六
七
一
八
三

貫
一
三
文
で
あ
り
、
そ
れ
と
比
較
し
て
も
大
野
鉄
山
の
上
納
金
は
大
き
な
も
の
で
あ
っ

た
と
言
え
る
。
以
下
、「
八
戸
南
部
家
文
書
」
の
所
蔵
館
名
は
省
略
。

（
32
）
前
掲
『
万
記
録
』（
文
化
六
年
）。

（
33
）
前
掲
『（
商
用
書
留
）』（
文
政
十
三
年
）。

（
34
）『
諸
働
貸
附
帳
』
資
料
番
号
二―

一―

七
一
（「
淵
沢
家
文
書
」、
天
保
六
年
）。

（
35 
）『（
商
用
書
留
）』
文
政
十
三
年
閏
三
月
の
記
事
に
「
滝
山
炭
焼
之
内
、
鈴
木
八
郎
様
御

百
姓
万
足
ト
申
者
炭
焼
御
免
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
炭
焼
」
が
「
百
姓
」
で
も
あ
っ
た

こ
と
が
確
認
で
き
る
。

（
36
）『
諸
品
受
払
帳
』
資
料
番
号
〇
一
Ｅ
一―

一
八
（「
西
町
屋
文
書
」、
天
保
四
年
）。

（
37
）『
掟
書
』
資
料
番
号
二―

一―

三
七
（「
淵
沢
家
文
書
」、
天
保
五
年
）。

（
38
）
前
掲
『
永
歳
覚
日
記
』（
文
政
十
三
年
）。

（
39 
）「（
御
書
付
）」
資
料
番
号
五―

四―

五―

〇―

一
九
（「
八
戸
南
部
家
文
書
」、
文
政

十
一
年
）。

（
40 
）「（
口
上
）」
資
料
番
号
五―

四―

五―

〇―

二
〇
（「
八
戸
南
部
家
文
書
」、
文
政
十
一

年
）。

（
41 
）
鈴
木
、
前
掲
論
文
（
一
九
八
九
年
）。
三
浦
忠
司
「
八
戸
藩
に
お
け
る
藩
政
改
革
以
後

の
海
運
と
産
物
流
通
」（『
地
方
史
研
究
』
三
九
（
五
）、一
九
八
九
年
）。
渡
邊
信
夫
「
近

世
後
期
に
お
け
る
海
運
と
大
阪
交
易
」（『
放
送
大
学
研
究
年
報
』（
一
八
）、二
〇
〇
〇
年
）。

（
42 
）
菊
池
、
前
掲
論
文
（
一
九
七
五
年
）。

（
43 
）『
御
勘
定
所
日
記
』
資
料
番
号
七―

二―

〇―

〇―

九
一
（「
八
戸
南
部
家
文
書
」、
天

保
五
年
）。

（
44
）『
鉄
山
万
日
記
』
資
料
番
号
一―

一―

二
（「
淵
沢
家
文
書
」、
天
保
六
年
）。

（
45 
）
種
市
町
教
育
委
員
会
編
『
年
稀
集
：
天
保
三
壬
辰
年
』（
種
市
町
教
育
委
員
会
、

一
九
九
八
年
）。

（
46 
）前
掲『
掟
書
』（
天
保
五
年
）。
同
史
料
に
は
他
の
職
種
の
要
求
も
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、

「
当
春
願
出
候
」
と
明
言
さ
れ
て
い
る
の
は
「
山
内
鍛
冶
共
」・「
山
内
諸
職
人
」
だ
け
で

あ
る
。
し
か
も
、
他
の
職
種
の
要
求
は
筆
跡
が
異
な
る
た
め
、
後
に
加
筆
さ
れ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。

（
47
）前
掲『
掟
書
』（
天
保
五
年
）。
延
鉄
一
本
に
付
二
文
半
＝
延
鉄
四
〇
本
に
付
一
〇
〇
文
。

（
48
）
前
掲
『
鉄
山
御
用
日
記
』（
天
保
五
年
）。

（
49
）
前
掲
『
鉄
山
万
日
記
』（
天
保
六
年
）。

（
50
）
前
掲
『
扣
』（
天
保
五
年
）。

（
51 
）『
鉄
山
万
日
記
』
資
料
番
号
一―

一―

三
（「
淵
沢
家
文
書
」、
天
保
七
年
）。
こ
こ
で

い
う
「
八
掛
」
と
は
、
文
政
五
年
段
階
の
給
与
・
扶
持
の
八
割
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

例
え
ば
、「
大
工
」
の
給
与
を
「
八
掛
」
に
す
る
と
、
一
〇
枚
当
た
り
三
貫
文
と
な
る
。

こ
れ
は
天
保
四
年
十
二
月
か
ら
天
保
五
年
四
月
ま
で
の
間
の
給
与
と
同
額
で
あ
り
、「
巳

と
し
同
様
」
の
給
与
体
系
と
は
、
正
確
に
は
そ
の
時
期
の
も
の
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
し
、
実
際
に
は
職
種
に
よ
っ
て
減
額
・
増
額
の
割
合
は
一
様
で
は
な
い
。

（
52
）
前
掲
『
扣
』（
天
保
五
年
）。

（
53
）『
御
日
払
所
日
記
』
資
料
番
号
〇
一
Ｅ
一―

二
六
（「
西
町
屋
文
書
」、
弘
化
四
年
）。

（
54 
）『
三
ケ
山
残
有
銭
并
有
物
駄
賃
書
上
』
資
料
番
号
五―

八―

二―

〇―

六
（「
八
戸
南
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部
家
文
書
」、
弘
化
四
年
）。

（
55 
）『
惣
山
吹
方
諸
払
書
上
帳
』（
資
料
番
号
二―

一―

四
二（「
淵
沢
家
文
書
」、天
保
六
年
）。

「
駄
賃
」
は
季
節
・
輸
送
距
離
に
よ
っ
て
変
動
す
る
た
め
、
完
全
に
は
一
致
し
な
い
。

（
56
）
前
掲
『
鉄
山
万
日
記
』（
天
保
七
年
）。

（
57
）
前
掲
『
鉄
山
御
用
日
記
』（
天
保
五
年
）。

（
58
）
前
掲
『
鉄
山
万
日
記
』（
天
保
六
年
）。

（
59
）
前
掲
『
扣
』（
天
保
五
年
）。

（
60
）『
鉄
山
万
日
記
』
資
料
番
号
一―

一―

五
（「
淵
沢
家
文
書
」、
天
保
九
年
）。

（
61
）『
質
物
勘
定
扣
帳
』
資
料
番
号
四―

一―

二
六
一
（「
淵
沢
家
文
書
」、
文
化
五
年
）。

（
62 
）『
鉄
山
諸
働
之
者
共
へ
貸
付
書
上
扣
帳
』資
料
番
号
二―

一―

一
一
三（「
淵
沢
家
文
書
」、

天
保
九
年
）。

（
63
）『
御
鉄
山
日
記
』
資
料
番
号
一―

一―
六
（「
淵
沢
家
文
書
」、
天
保
十
年
）。

（
64
）
前
掲
『
御
鉄
山
日
記
』（
天
保
十
年
）。

（
65
）「
口
上
（
断
片
）」
資
料
番
号
一
一―

三―

八
九
七
（「
淵
沢
家
文
書
」、
弘
化
三
年
）。

（
66
）「
追
口
上
書
状
」
資
料
番
号
一
一―

三―

一
三
一
（「
淵
沢
家
文
書
」、
弘
化
三
年
）。

（
67
）
前
掲
『
永
歳
覚
日
記
』（
文
政
十
三
年
）。

（
68 
）
前
掲
『
永
歳
覚
日
記
』（
寛
延
三
年
）。
立
替
分
は
、
後
に
利
息
を
加
え
て
年
貢
金
・

諸
出
金
で
返
済
さ
れ
た
。

（
69
）
前
掲
『
永
歳
覚
日
記
』（
寛
延
三
年
）。

（
70
）
前
掲
『
永
歳
覚
日
記
』（
宝
暦
六
年
）。

（
71
）
前
掲
『
永
歳
覚
日
記
』（
文
化
十
三
年
）。

（
72
）
前
掲
『
万
用
留
覚
』（
天
明
七
年
）。

（
73
）『
遺
言
』（
軽
米
町
歴
史
民
俗
資
料
館
所
蔵
、
天
保
四
年
）。

（
74
）
前
掲
『
鉄
山
御
用
日
記
』（
天
保
五
年
）。

（
75 
）『
大
和
俗
訓
』
資
料
番
号
一
三―

六―

四
四
（「
淵
沢
家
文
書
」）。
定
規
は
末
尾
に
「
う

へ
ミ
れ
ば
は
て
し
も
あ
ら
ぬ
乃
歌
を
常
に
心
に
す
へ
、
す
べ
か
ら
く
利
欲
の
こ
ゝ
ろ
お

の
つ
か
ら
な
か
ら
ん
と
也
」
と
書
き
込
ん
で
い
た
。

（
76
）
前
掲
『
遺
言
』（
天
保
四
年
）。

（
77 
）
菊
池
勇
夫
「
飢
人
救
済
を
め
ぐ
る
公
権
力
と
地
域
社
会
」（『
歴
史
評
論
』

七
五
一
、二
〇
一
二
年
）。

（
78 
）「
御
領
内
被
仰
渡
御
用
申
取
書
写
」
資
料
番
号
五―

八―

一―

〇―

三
（「
八
戸
南
部

家
文
書
」、
天
保
一
〇
年
）。

（
79
）
深
谷
克
己
「
百
姓
一
揆
の
思
想
」（『
思
想
』
五
八
四
、一
九
七
三
年
）。

付
記　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

八
戸
市
立
図
書
館
所
蔵
・
八
戸
市
博
物
館
所
蔵
に
史
料
調
査
に
お
も
む
い
た
際
、
各
館
の

方
々
に
は
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
厚
く
謝
意
を
示
し
た
い
。
な
お
、
大
野
鉄
山
関

係
の
史
料
は
多
岐
に
渡
り
、
そ
の
情
報
を
精
査
し
た
図
表
を
多
々
作
成
し
た
が
、
紙
幅
の
関

係
上
割
愛
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

 

﹇
学
外
研
究
者
に
よ
る
査
読
を
含
む
審
査
を
経
て
、
二
〇
一
三
年
八
月
六
日
掲
載
決
定
﹈

 

（
一
橋
大
学
大
学
院
社
会
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
）
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